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令和元年度第２回北海道商工業振興審議会議事録 

日時：令和２年２月６日（木）13:00～14:30 

場所：北海道第２水産ビル ３Ｓ会議室 

 

１ 開会 

■経済部経済企画局経済企画課 北風主幹 

 ただいまから、令和元年度第２回北海道商工業振興審議会を開催します。私は本日の進行

を務めさせていただきます、経済企画課の北風です。よろしくお願いします。 

本日は、委員 15 名のうち 10 名の御出席を予定しております。委員の過半数が出席して

おりますので、北海道商工業振興審議会条例施行規則第２条第２項の規定によりまして、本

審議会が成立しておりますことを御報告します。 

開会にあたり、道から御挨拶を申し上げます。本日、次長の中島を予定しておりましたが、

急遽、防災訓練が行われることとなりまして、若干遅れての参加となりますので御了承くだ

さい。中島に代わり、経済企画局長の三島より御挨拶申し上げます。 

 

２ 挨拶 

■経済部 三島経済企画局長 

 開会にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中、御出席をいただき、大変ありがとう

ございます。また、日頃より道の産業施策の推進に御協力をいただきますとともに、それぞ

れのお立場で北海道経済の活性化に御尽力を賜っておりますことを、この場をお借りして

改めて御礼を申し上げます。 

さて、本道経済ですが、道では毎月景気判断を行っており、各種経済指標を見ると、回復

基調が続いてきたと認識をしているところです。一方で、今般、新型コロナウイルス関連肺

炎の発生が本道経済にも大きな影響を与えることを懸念しております。 

観光関連での影響、北海道には外国からたくさんのお客様に来ていただいておりますが、

中国からのお客様が激減をしている状況にあります。このほか、今後の流行次第では、直接

的或いは間接的に様々な産業に影響を与えることを懸念しているところでございます。 

現在道庁では、宿泊関係、レンタカー、貸切バスなど観光関連事業者を対象に影響の調査

を行っており、また、本道から中国をはじめとした海外に進出している企業に対する影響調

査などを行うこととしております。 

先週１月 29日には、企業の皆様に対する経営相談室の設置、道の制度を活用した融資制

度を取り急ぎ対策としてスタートさせたところです。今後、新しい施策なども検討中でござ

いますので、影響が最小限にとどまるよう対応策に取り組んで参りたいと考えております。 
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一方で中長期的に本道経済を見ますと、前回の審議会でも御議論いただきましたが、人口

減少が大きな懸念と考えており、本道が持続的に発展するためには、本道の強みである食、

観光をはじめとした北海道ブランドをいかに発信していくか、さらには、成長分野における

産業振興、新ビジネスの創出、或いは女性や高齢者、外国人など多様な人材の方々の活躍促

進といった視点が必要と考えております。 

本年はウポポイが４月にオープンし、また、夏には東京オリンピック・パラリンピックの

開催がありますので、こういった機会も活用しながら、本道経済をさらに盛り上げていきた

いと考えております。 

本日の審議会では、来年度の経済部の施策展開の考え方を御報告するとともに、本道経済

の持続的な発展に向け重要テーマとなる、中小・小規模企業の振興、ものづくり産業の振興

について御報告をさせていただき、委員の皆様から御意見を伺いたいと考えております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■北風主幹 

 本日御出席の委員、オブザーバーにつきましては、お手元の出席者名簿、座席表により御

紹介に代えさせていただきます。なお、島本委員におかれましては、昨日からの大雪のため、

丘珠空港発着の飛行機が大幅に遅れているということで、本日、急遽御欠席されるという旨

御連絡をいただいております。また、白石委員につきましても、出張先の旭川からの移動が

遅れており、遅れての参加ということで御連絡いただいておりますので御了承ください。 

議事に入る前にお知らせいたします。本審議会は道が定める附属機関の設置及び運営に

関する基準に従い公開しております。議事録も道のホームページ等で閲覧に供しますこと

を御了承ください。それでは、ここからの進行は穴沢会長にお願いを申し上げます。 

 

３ 議事 

（１）中小・小規模企業の事業継続に向けた取組について（意見交換） 
（事業承継、創業、災害時の事業継続力強化など） 

■穴沢会長 

これより議事を進めたいと思います。本日は、議事が３件ございますけれども、まず最初

に、中小・小規模企業の事業継続に向けた取組について、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

■経済部 鳴海地域経済局長 

地域経済局長の鳴海でございます。私からは、資料１－１から１－６によりまして、中小・

小規模企業の事業継続に向けた取組について、御説明申し上げたいと思います。 

資料１－１、令和２年度における中小・小規模企業の振興について御覧ください。中小・

小規模企業取り巻く環境の変化といたしまして、昨年 10月から消費税率の引き上げ、最低



3 

 

賃金の引き上げが始まっておりますし、今後、働き方改革、同一労働同一賃金の対応という

こともございまして、非常に厳しい状況に置かれているというところでございます。 

そのほか、人口減少や少子高齢化が進む中で、後継者の不在を理由とした休廃業の増加が

進んでおりまして、地域経済への影響が懸念されており、事業活動の継続が喫緊の課題と認

識しているところでございます。 

このため道といたしましては、中小・小規模事業者の持続的な発展に向けまして、胆振東

部地震からの復興支援、災害に強い商工業の構築、厳しい経営環境にあります中小・小規模

企業への緊急対策、これらを重点課題として掲げ対策を検討しているところでございます

し、それとともに、これは穴沢会長に御尽力をいただきながら平成 28年４月から施行して

おります小規模企業振興条例。この基本方針でございます、経営体制の強化、事業承継の円

滑化、創業等の促進、これに沿いました取組を進めて参る考えでございまして、今後の主な

取組として、星印をつけている事業について、細かく説明をしたいと思います。 

資料１－２。災害時の事業継続力強化に向けた取組についてでございます。企業が地震等

の自然災害や大事故に備えて、事業継続計画いわゆるＢＣＰですが、これを策定することは、

損害を最小限にとどめ、経済活動を維持する上で重要となってございますけれども、道内の

策定率というのは、全国平均を下回っております。2019年５月時点で、全国が 15％のとこ

ろ、北海道は 12.4％と全国平均を下回っております。その要因としては、上に書いてあり

ますけれども、ノウハウや人材の不足というのが挙げられているところでございます。この

ため道では、これまで取り組んできたセミナーによる普及啓発などに加えまして、令和元年

度におきましては、専門家の派遣などに取り組んでいるところでございますけれども、昨年

７月施行されました、中小企業強靱化法。これを受けまして、商工会、商工会議所が計画を

作るんですけども、そういう事業計画を作って、企業の指導力を強化することになってござ

いまして、そういう事業を支援する取組を今検討をしているところでございます。 

資料１－３。水産加工関連事業者に対する生産性向上に向けた支援ということでござい

ます。サケ、サンマ、イカなどの主要業種の不漁が続いてございまして、原料不足、原価高

騰などの影響を受けまして、水産加工関連事業者はとりわけ厳しい状況にございます。まず

は今年度中に、産業支援機関と連携したワンストップの相談窓口を本庁及び主要な振興局

に開設することを考えておりまして、それとともに、企業が抱える課題に応じた中小企業診

断士や技術士といった専門家を派遣して、生産性向上のための集中的な支援を実施すると

いう事業について、今検討しているところでございます。 

資料１－４です。北海道中小企業者等に対する融資に係る損失補償金の返納の免除に関

する条例案についてでございます。現状欄に書いてありますけども、債務超過などで財務状

況の問題を抱えて経営に支障が生じている中小企業が事業再生に取り組もうとする際に、

金融機関等が債権放棄を行うということがございます。債権放棄をする場合、その債権に北

海道の融資制度が含まれている場合には、現状においては、地方自治法に基づきまして同議

会の議決が必要となっております。一方、事業再生の局面においては、迅速性が求められま

すとともに、事業者の名前が議案等から不特定多数の方々に明らかになってしまうという
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ことで、風評被害に繋がるということも懸念をされます。また、大災害の後などでは、多く

の案件が集中するということで、円滑な処理が難しくなるケースがございます。こうした背

景によりまして、事業再生において、匿名性の確保、機動的な対応、災害への備えという必

要性に対応する条例の制定を予定しており、円滑な事業再生を行う環境を整えようとする

ものでございます。 

資料１－５、仮称でございますけれども、後継者人材バンクの概要についてでございます。

これまでも、札幌商工会議所に置かれております北海道事業引き継ぎ支援センターにおき

まして、企業のＭ＆Ａが困難な零細規模の事業者の廃業を防ぐために、事業承継の相談・受

付支援を行ってきたところでございます。この北海道事業引き継ぎ支援センターに、年度内

を目途に新たに後継者人材バンクというものを設置し、創業意欲の高い人材と後継者不在

事業者を登録し、マッチングさせる取組を開始いたします。道は、事業引き継ぎ支援センタ

ーや事業承継サポートネットワークの構成機関などと連携をいたしまして、情報共有を行

いながら、バンクの登録者増に努めて参る考えでございます。 

最後になりますけれども、資料１－６、地域課題解決型起業支援事業についてでございま

す。今年度から、国の地方創生交付金を活用いたしまして、まちづくりの推進や子育て支援、

空き店舗対策といった地域の課題解決を目的として、新たに起業するものに対しまして、起

業に必要な経費の一部を補助するという事業を行っているところであります。今年度の支

援事例については、異業種連携を行う事業でありますとか、障害児の支援であるとか、介護

予防といったような事業に支援をしているところで、新年度におきましても同様の事業を

件数、拡充をしながら、継続するということを今検討しているところでございます。以上、

中小・小規模企業者の事業継続に向けて、引き続き、さらなる取組を進めて参るという予定

でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

■穴沢会長 

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等がありま

したらお願いします。また、自由な御発言につきましても、お願いしたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

■杉本委員 

説明していただいた中でＢＣＰの対応についてですが、そういうニーズがもう数年前か

らあります。私、北海道とそれから中部、名古屋でも支援機関のお手伝いをしていますが、

そういう相談があり、セミナーをやったりするのは結構あります。ここに、個別企業にハン

ズオンで専門家派遣と書いてありますが、つい今週も名古屋でその話をしたんですけど、Ｂ

ＣＰの専門家、アドバイザーで個別具体的なことを企業に行って指導或いはアドバイスで

きる方がいるのかなということを議論しました。私が知らないだけで、結構いろいろいらっ

しゃるのかもしれませんが、北海道の状況を教えていただければと思います。 
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■鳴海地域経済局長 

専門家ですが、中小企業診断士を中心に派遣しておりまして、今年度の事業ですと、24社

に対して計 70回訪問して指導させていただいているというところでございます。 

 

■杉本委員 

中小企業診断士は存じ上げておりますけれど、ＢＣＰということに関して、中小企業診断

士が必ずしも、誰が行ってもできるものではないと思うんですけど、それに詳しい方がいら

っしゃるということでしょうか。また、先ほどの 24社計 70回というのは、どのようなアド

バイザーの方が何名ぐらいで対応しているのでしょうか。 

 

■経済部地域経済局中小企業課 小野寺課長 

申し訳ございません。実際の数字は押さえていないんですけれども、中小企業診断士をベ

ースに、幅広い方の協力をいただきながら進めておりまして、今年度も 24社からＢＣＰ計

画を作りたいということで応募がありましたので、それぞれお話を聞きながら、得意分野の

方に行っていただいているというのが現状でございます。 

 

■杉本委員 

ここに書いてございますＢＣＰの策定率ではなく中身の問題で、その会社が何に困って

いるか、仕入先の問題や在庫を持つだとか、いろいろな個別の困り事があると思うんですね。

その辺りをきめ細かくやっていただければなと思います。 

 

■佐々木委員 

資料１－５の後継者人材バンクなんですが、創業希望者の登録ということで、こちらに関

しては、大学等々にも創業希望者がいらっしゃるかと思うんですが、今後、大学に対しても

このような御案内をされる予定でしょうか。 

 

■小野寺課長 

基本的に登録に線引きは全くしておりませんので、幅広い方々のですね、募集をかけてい

きたいと考えてございます。また、私どもも女性の起業家の支援、サポートネットワークで

すとか、幅広く横の繫がりを持っておりますので、そういう方々も含めた形で、対応させて

いただきたいと思っておりますが、創業者のほうについては、そこそこのデータベースがま

とまると思っておりますが、後継者の不在企業がなかなか自ら手を挙げてこないっていう、

そこがやっぱり課題になってくるのかなと思っておりまして、実際に関係機関と連携して、

個々の企業にですね、それぞれ踏み入った形で対応、登録していただければと考えていると

ころでございます。 

 

■佐々木委員 
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先ほど、創業希望者はそれなりに集まるんじゃないかということだったんですけれども、

例えばそういう方達に対して、創業に関するいろいろな勉強会ですとか、メンターとの面談

のような、そういう機会も一緒に併せて考えていらっしゃるということでよろしかったで

しょうか。 

 

■小野寺課長 

そのように考えております。 

 

■穴沢会長 

大学の話が出ましたので、私の知る限りの話ですけれども、大学の中でも創業を希望する

学生に対し、いろいろと声をかけたりですね、授業というような形で啓蒙をしているところ

であります。本学の場合ですと、地元での取組というところから入っておりまして、それが

少しずつ広がっていけばですね、札幌もしくは全道的なものになるのかと思います。 

 

■友定委員 

今の質問に関連する後継者のところなんですが、釈迦に説法で恐縮なんですけど、やっぱ

り金融機関がですね、私どもは北海道に１か所しか支店がないので大変なんですけど、地銀

や信金、信組の方っていうのは、全道でお取引様がいて、そこでお悩みになっているってい

う事例を多々抱えていると思います。そういった地域金融機関の皆さんとの連携をどうや

っていくかっていうのが、この両者を結ぶ１番の近道になるじゃないかなと思いますので、

その辺も検討していただければと思います。 

 

■小野寺課長 

 資料１－５のところで、事業承継サポートネットワークという６圏域に５年ぐらい前か

ら設置してございまして、その中にですね、金融機関や商工団体ですとか、いろいろなとこ

ろで構成員を募ってございます。基本的には、今お話のとおりですね、１番フットワークが

軽いのは金融機関だと考えてございますので、そこをベースにですね、幅広い開拓をして参

りたいと考えているところでございます。 

 

■佐藤委員 

 事業承継関係で続きますけれども、昨年の 12月、日本商工会議所と全国銀行協会で、経

営者保証のガイドラインを一部見直すということが、附則で新しく加わっております。事業

承継をしていく上では、経営者の皆様の個人保証がネックになるケースがございます。それ

をもう一段事業承継をしやすいように、保証負担、引き継ぎを軽減するという仕組みも始ま

ってきておりますので、当然各金融機関は窓口を通じて周知されることかと思いますけれ

ども、ぜひそういう制度を経営者の皆さんに知っていただくことが第１歩かと思いますの

で、道サイドでも周知をしていただけたらと思っております。 
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それと先ほどの資料１－５の後継者人材バンクの概要でございますけれども、登録され

るところはおそらく創業希望者に限定されているわけではないと思いますので、ボリュー

ムゾーンはおそらくですね、過去にＭ＆Ａなどを経験された企業さんが、またチャンスがあ

れば会社をＭ＆Ａをしたいというケースが多いと思いますので、創業希望者のところをで

すね、承継希望者というような形で幅広く買い手側が手を挙げやすいような作りにしてい

ただけたらと思います。 

 

■穴沢会長 

 小規模企業振興条例のほうでもですね、そういったことを様々な観点からすでに検討し

ていたと思います。今回もそれを少しまとめる形でこういった形になったかと思いますけ

れども、先ほどからお話がありました金融機関はやはり１番企業に身近な存在かと思いま

すし、そういったところを通じての様々な仕組みの周知ということは、本来真っ先にやるべ

きではないかと思っております。 

 

■川端委員 

 資料１－３にある労務管理のことなんですが、当社もまさに中小企業というか 15名程度

の小規模企業なんですが、その際に労働環境を整えたいと思いまして、昨年どうしたらいい

かなといろいろ考えました。結局ですね、各機関に行ってもたらい回しではないですが、ホ

ームページから就業規則の事例を持っておいでとか、雇用契約についてはここら辺にある

から持っておいでとか、そういう形になりまして、結局社労士を入れるということになった

んですけども、当社のように 10名前後の企業だと、就業規則も雇用契約もないという状況

だと思います。小規模の企業が、まず何を始めにしなきゃいけないかとか、就業規則を作っ

たら何名から届け出をしなきゃいけない、その後は何をしなきゃいけないとか、有給休暇は

どの程度誰に与えなきゃいけないという、わかりやすいチェックシートのようなものを作

っていただいて、どんな企業もこういうものをやらなきゃいけないよっていうのを周知徹

底してもらえると、やりやすいと思いました。 

 

■鳴海地域経済局長 

 仰るとおりなところはあると思います。今回の事業で言いますと、労働環境もそうですけ

れども、企業さんに入っていって、どういうことでお悩みなのか或いはどういうことが課題

になっているかっていうことを、聞きながら解決していくということも考えておりますの

で、先ほどのようなチェックシートのようなものも考えて参りたいと思います。 

 

■佐々木委員 

 資料１－３のところなんですが、こちらの水産加工関連事業者の支援というのは、今お話

になった相談関係の支援だけで、実際の何らかの資金的な手当といいますか、そういったも

のは、こちらには含まれてはいないんでしょうか。 
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■鳴海地域経済局長 

 下の図の右側というのは、既存の機関が連携をしながら課題解決していきましょう、相談

に乗っていきましょうという話です。左側のほうは、想定される事業を書いてるんですけれ

ども、何らかの事業立てをしてですね、個別に伴走的にですね、それぞれの企業さんに支援

をしていくということを考えておるんですけれども、その資金的っていうのは。 

 

■佐々木委員 

 補助金とかなんですけれども、経産省さんのほうからは、既に生産性向上関係の補正予算

が入っているかと思うんですが、それとは別に道のほうでもこの水産関係については、先端

設備導入とかＩＴ関連のところにも予算を立てられるということで考えてもよろしいでし

ょうか。 

 

■小野寺課長 

 この事業につきましては、今週か再来週に水産庁さんがですね、直接この件について打合

せをするということになってございまして、基本的に水産庁さんのほうで、例えば今お話の

設備導入資金だとかどういうものがあるかっていうこともですね、御説明があると思いま

す。道としてあくまでも、今回はハンズオン支援の部分だけという形になりますけれども、

先般の国の補正でもですね、今お話のとおり 3,660億円が付いております。その中で、もの

づくり補助金っていうのが、全道で何百件もですね、採択されている実績がありますので、

例えば設備導入の資金に関わる問題については、そちらのほうに誘導していくというよう

な形も取れればいいのかなと思いますけれども、いずれにしても水産庁さんとの協議の中

で、どういうような形のものが出せるかっていうことを検討して参りたいと考えてござい

ます。 

 

■穴沢会長 

 今の図でいきますと、ワンストップ相談窓口というものが入っておりまして、これは私も

何度か言わせていただきましたけれども、やはり様々なところに行く必要のない、そこに行

けば全てがわかるという場所は、今回のこの生産性向上だけではございませんので、あらゆ

る面でそういった窓口の整備というものが必要ではないかと思っております。 

それでは続きまして、議事の第２番目になりますけれども、ものづくり産業の振興につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（２）ものづくり産業の振興について（意見交換） 

■経済部産業振興局産業振興課 佐藤課長 

 資料２、ものづくり産業の振興について説明させていただきます。１ページ目でございま
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す。本日お話させていくいただく内容でございますが、まず１番目としまして、道のものづ

くり産業振興施策として、自動車、食関連機械、航空機、健康長寿の４つに分けて説明をさ

せていただきます。この４つの分類で、以下お話をさせていただきます。次に２としまして、

本道ものづくり産業の集積事例を御紹介し、その後３、４で実際のデータを見ていただき、

最後５として、ものづくり産業の今後の施策展開をお話させていただきたいと思います。 

２ページ目を御覧ください。まずは、道のものづくり産業振興施策の全体像でございます。

横軸にⅠ自動車、Ⅱ食関連機械、Ⅲ航空機、Ⅳ健康長寿と道がターゲットとして振興に取り

組む４つの産業分野を示しております。縦軸にはこの４つの分野に対する主な施策として、

技術力向上、販路拡大、それから人材確保の３つの分類をお示ししております。御覧のとお

り４つの産業分野ごとに必要な施策を隙間なく展開している状況でございます。また、Ⅲと

Ⅳにつきましては、成長可能性の高い分野と考えておりますが、近年、取組を始めたもので

ございますので、まずは参入の裾野を拡大し、機運の醸成を図るといった取組を行っている

ものでございます。 

３ページ目でございます。それぞれの産業分野ごとを４つの産業分野ごとに、施策につい

て簡単に説明させていただきます。３ページ目は自動車と食関連機械でございます。Ⅰの自

動車関連企業につきましては、技術力向上の囲みの中で、ＡＩやＩｏＴ、生産管理に係る研

修会の開催、右側の販路拡大では、先週、トヨタ本社で開催しておりますけれども、東北各

県と合同での自動車関連の展示商談会を開催しております。下段Ⅱの食関連機械産業につ

きましては、左側の技術力向上では道内企業への専門家の派遣、右側の販路拡大では食品メ

ーカーの道内展示会への出展を行っているところでございます。 

４ページを御覧ください。こちらは航空機と健康長寿でございます。まず、上段の航空機

関連産業につきましては、機運醸成に加えまして、技術力向上としましては、航空機産業へ

の本格参入に必要な国際的な認証取得の支援ですとか、右側の販路拡大では、今年度から初

めて航空機関連の商談会への出展を行う予定でございます。下段の健康長寿でございます

けども、機運醸成に加えまして、技術力向上としましては、道内企業の技術力や製品を掲載

しましたガイドブックを作成することとしております。右側の販路拡大でございますが、東

京での展示会に出展を行っております。 

５ページを御覧ください。５ページはこの４つの産業分野全体の横断的な施策でござい

ます。左側のピラミッドがございますけども、一般求職者を上としまして下の層が子供まで、

各階層に対する取組を行っていることに加えまして、右側のピンクの部分でございますが、

女性向けにそれぞれものづくり現場や企業の理解に取り組んでいるところでございます。

下段につきましては、ものづくりに付加価値を向上させるといったことで、プロダクトデザ

インの活用、推進を今年度から始めているところでございます。 

６ページを御覧ください。こうした取組を進めてきておりますけども、実際に本道のもの

づくり産業がどのように集積したのかといったことを御紹介させていただきます。上段の

自動車関連産業の部分でございますが、トヨタグループの立地によりまして、関連企業も立

地が進むといった好循環に加えまして、地場企業の参入が生まれ、集積が徐々に進んでいる
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といった状況を示しております。２つ目が食関連機械産業でございます。本道の基幹産業で

あります農水産業の現場のニーズに合わせた様々な食関連機械の例示をさせていただいて

おります。 

７ページ目でございます。航空機と健康長寿関連産業の集積事例ということで御説明を

させていただきます。上段のⅢの航空機関連産業につきましては、国際認証の取得準備を進

める道内企業が増えている状況を具体的に示しております。それから、室蘭地域を中心に、

治具や部品の受注、納品の実績が生まれてきておりますので、その例も示しております。下

の健康長寿関連作業につきましても、左側ですが、旭川市のものづくり企業が移植用臓器保

存装置の製造に現在チャレンジをしているといった事例でございます。右側のほうが、立地

企業と道内企業の連携によります新製品の開発といった事例でございます。下は参考でご

ざいますが、空知地域で、旧産炭地域で集積している事例を参考までに載せております。世

界に誇れるオンリーワン企業というものが集積している地域でございますので、併せて御

紹介をさせていただきます。 

８ページを御覧ください。では、データとしてはどのように推移をしてきたのかというこ

とを紹介いたします。この８ページの製造品出荷額につきましては、出荷額全体のピークは

2014 年で、直近の 2017 年はピークから 6,000 億円減少し、6.1 兆円となっておりますが、

石油や紙パルプといった業種の需要が減少していく中で、②の食料品、それから③自動車な

どの加工組立型の製造品出荷額が増加をしているといった状況でございまして、全体の大

幅な減少を食い止めているといったようなことがわかるかと思います。 

９ページを御覧ください。さらに個別のデータを御紹介しますが、上段でございますが、

まずは立地件数でございます。2009 年のリーマンショックの後急速に回復しまして、近年

は年 100 件程度の立地が続いておりまして、自動車などの加工組立型は全体の５分の１程

度を占めております。中段のグラフは道内大手自動車関連企業の道内での調達率でござい

ます。調達額、調達率ともに概ね上昇を続けておりまして、昨年度は過去最高の調達率

31.5％を記録しております。下段のグラフにつきましては、食関連機械を含む生産用機械の

出荷額でございますが、概ね 10年程度で約 300億円の増加となっております。 

10 ページを御覧ください。最後に、ものづくり産業の今後の施策の展開と題しておりま

すが、これまで述べました４つ産業分野につきまして、最近の動きをまとめております。自

動車関連としましては、ＣＡＳＥへの対応が重要でありまして、道内では自動運転の実証試

験や、次世代自動車で活用可能な新素材や新技術の開発が進みつつあります。２番目の食関

連機械でございますが、深刻な人手不足を踏まえまして、例えば工業試験場のロボラボと連

携しまして、ＩｏＴなどによる生産性向上の支援が行われております。航空宇宙につきまし

ては、民間ロケット商用化の動きがありますし、右側の健康長寿につきましては、人生 100

年時代を見据えました、新たなビジネスチャンスを獲得していくといったことが重要であ

ると考えております。それから真ん中のところに、ＩＴ関連産業との連携と丸く囲っており

ますが、やはりＩＴ技術が近年では全ての分野で重要、重要な役割を担っているといったこ

とでございます。こうしたことから、矢印のところでございますが、１つ目はこれまでの部
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品生産などの製造拠点の集積に加えまして、研究開発拠点の集積、それから２つ目としまし

ては、ＣＡＳＥや省力化需要などの新たなビジネスチャンスに対しまして、ＡＩやＩｏＴな

ど先端技術を取り込んでいくことが重要と考えております。 

なお、研究開発の動きということで参考までに、自動運転や宇宙分野などの内容を御紹介

しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 

■穴沢会長 

 ただいま事務局のほうから、ものづくり産業の振興について説明がございましたけれど

も、御意見、御質問をお願いしたいと思います。 

 

■吉住委員 

 ものづくり産業の振興について、周辺整備ということで、例えばトヨタ北海道が出たから、

逆に道内のいろいろな部品を使って、要は物流が、そこに組立工場とか大きなそういうとこ

があるから、地元のものを使っていただいているという事情があるかと思います。こういう

産業を育てる場合に、実際に市場が道外、工場にしても全部道外にあったりしますので、今、

ＪＲの問題とか、フェリー運賃の高騰とかで、非常に物流コストが上がっている中で、北海

道でこういう工場とか、先進的なものを作ったり、いいものがつくれればそこを使っていた

だけるんでしょうけども、現状立地としては非常にコストがかかるということで、不利な状

況にあるんじゃないかと思っています。農産物もそうなんですけども、現状、市場が道外に

あることに対して、物流の環境を整えるっていうところも振興策の付帯としてぜひ考えて

いただければと思います。 

 

■穴沢会長 

 確かに、ものをつくるだけではなくて、やはりそれを市場にどうやって運ぶかということ。

また、おそらく原材料の調達等々の話も出てくるかと思いますので、併せて物流に関する整

備ということだったと思います。 

 

■白石委員 

 見方を変えた質問ですが、ものづくりというのを、企画、開発、ものづくり、アフターと

いう形で考えたときに、１番付加価値が付くところは企画と開発、そしてものづくり後のア

フター、逆スマイルカーブと言われているものですね。私は、そのように認識をしていると

ころです。本日、御紹介いただいたところは、今言った、企画、開発、製造、アフターとい

う中で、製造の部分にかなり特化されているような感じがしておりますので、私の関心とし

て或いは、経済部さんではすでに考えてらっしゃると思いますが、その企画・開発の発想の

部分での付加価値の付け方、研究の部分での付加価値の付け方への支援についてお伺いし

たい。 

ものづくりだけで競争するのであればコスト競争になってしまいます。、北海道のみなら
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ず日本そのもので、ものづくりだけで勝負しようとすると世界との戦いの中では、価格競争

になってしまう。企画、開発に加えて、アフターのほうで付加価値を付けているか、そこら

辺の視点と付加価値の付け方、それに対する公的機関、行政としての支援の考え方を概略で

もお聞かせいただければと思います。 

あとは、企業誘致という意味では、今、工業団地への誘致が念頭にあると思いますけれど

も、そこは、先ほど言った、企画、立案、製造の中のものづくりの部分であり、ここに来る

企業っていうのは、今後はどうなるのでしょうか。今、私どもは、道の国際経済室さんと外

資の企業誘致をやってますけれども、対象がＩＴや観光とか食品製造とかそういうところ

ではありますが、食品加工業でも既存の工業団地には入りたくないっていう企業が増えて

きています。自分たちの企業イメージを具現化するためには、工業団地ではなく、我々は緑

豊かなこの大地でつくっていますというような、動き。そこで、安全性、環境に対して配慮

していることをアピールして、消費者にも知っていただきたいというような行動になって

きている中で、企業誘致の面でもそういった変化はどうなっているのでしょうか。今、ここ

ではものづくりの議論なので、主題から外れてしまいますので、後ほどまたお伺いしたいと

思いますが。後者の質問は後ほどの議論の際採り上げていただければよいので、企画開発の

ところ、お考えがあればお聞かせいただきたいのですが。 

 

■経済部 三橋産業振興局長 

 今まで製造拠点の集積を中心に、ものづくり産業の振興を進めてきたのではないかとい

うことに関しましては、資料でも説明させていただきましたが、確かにそういう形でここ 10

年ほどは、自動車産業を１つの柱とし、それから本道の強みを活かせる食関連機械、成長市

場である航空機、健康、こういった分野に軸足を広げて取組を進めてきたところです。 

その中で新しい視点として、生産拠点だけではなく開発拠点の部分について、本道の強み

を活かして、取組を進めていく部分があるのではないかということは私どもとしても認識

しておりまして、10 ページのところに、製造拠点に加えて開発拠点の集積にもこれから力

を入れていきたいと記載させていただきました。 

その１つの例として、自動運転の研究開発について、自動車産業でいえば工場だけではな

く、その前工程の開発の部分は、北海道の優位性を活かせる部分として、今、取組を進めて

いるところです。このバックグラウンドとしては、自動車のテストコースが、北海道には 28

もあり、全国で１番多いところです。こういう研究開発のフィールドがある。その背景とし

ては、広く広大な土地があり、冬も含めた多様な試験環境を提供できるというところが背景

になってテストコースが立地していると思いますので、例えば今、本道のフィールドを活用

し、研究開発をもっと実施してもらえるような、実証試験を北海道に誘致する、そういう取

組を２つ目の軸として、ここ３年ぐらい始めていまして今後さらに取組を進めていきたい

と考えているところです。 

 

■佐藤課長 
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 先ほどの開発と、その後の支援ツールのお話をさせていただきます。先ほど、杉本委員か

らもありましたが、私どもの方で専門家派遣というのを実施していまして、その中で、こう

した開発をしたい、何か開発をしたいということで、アドバイスを受けたいといった場合に

は、専門家を派遣しています。 

それから、産業振興条例では、製品開発やマーケティングに対する補助制度も持っており

ますので、そういった中で使っていただくといったこともあります。 

それから、展示商談会などに、道内企業それから道外企業も併せて出ることを、我々は進

めていることが多いのですが、実は出展企業同士で交流といいますか、技術をお互いに知っ

たりですとか、そうしたことをきっかけにパートナーを組むといったこともあります。です

から、そういったことから新しい開発が生まれる可能性もありますので、いろんな仲間づく

りといいますか、コミュニケーションさせるといったことを様々支援させていただいてお

ります。 

 

■穴沢会長 

 バリューチェーンといいますか価値連鎖の中の最初と最後に価値が付きやすいというお

話だと思います。ただ、お聞きしておりまして、一言で開発と仰ってますけれども、かなり

中身はバラバラなものかと思います。本当に根本的な開発っていうのはかなり難しい部分

があると思いますし、一方で製品の改良等がありますと比較的参入しやすいということは

あるかと思います。その際、日本の場合、各都道府県に工業試験場というものがありますの

で、これは日本独特の制度ではありますけれども、地元と密着しての開発ということでは、

やはりこちらの利用ということも、今後、ものづくりのほうにも入れていただきたいと思っ

ております。 

 

■白石委員 

 関連なんですが、企画と開発の部分っていうのは、正直大きな組織が開発力があるという

面もあるんですけど、今はどちらかというとスタートアップの企業が、そういったアイデア、

技術っていうのをどんどん持っているという話になっていて、それを大企業は時間がかか

っちゃうので、そのアイデアをいただくっていうような機会を非常に求めています。それが

コワーキングスペースが活況を呈していたり、ピッチというプレゼンの場が注目を浴びる

とかそういうような話になっていると思うので、そういったものを道のほうでも作るとか

ですね。札幌市がＮｏＭａｐｓですとか、ああいった形でやっているので、そういった形で

付加価値が付きやすくなるとかですね。 

いずれにせよ、ものづくりの製造の部分だけじゃなくて、企画、開発やアフターっていう

ところを踏まえた上でのものづくりの視点というのを持っているとは思うんですけど、改

めて再確認をさせていただきました。 

 

■杉本委員 
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 前回の審議会の資料の中で、ものづくりっていう文字が少ない、軽視されてるんじゃない

かという話をした覚えがあるんですけど、今回議題に採り上げていただいて、忘れられては

いないなと感心したところです。それで、本日説明をしていただき、非常によくまとまって

いてわかりやすいなという印象を持ってますけども、意見をいくつか。 

まず８ページのところ、製造品出荷額の推移、直近のここ何年間は下がってるよというこ

とだったんですが、下がった要因は石油だということで、これはこのグラフ見るときにやっ

ぱり間違っちゃいかんのは、石油の１兆円と加工組立の１兆円では全然違うということ。だ

から、イメージ的には石油は外していいんじゃないかなという印象を持ってます。例えば苫

小牧なんかは、６割ぐらいが石油なんですよね。でも、実際に稼働しているのはそうじゃな

くて加工のところがしてるんで、石油に変動されちゃうんで、実態としては外して考えたほ

うがいいんじゃないかなと、そんな印象を持ってます。 

それから９ページ、道内調達状況がこう上がってきてるっていうことなんですけども、中

身を見てると、設備と部品があって、設備はかなり高いんですけども、部品は非常に少ない

っていうのが実態だと思います。設備っていうのは、やっぱり景気変動が結構あるんですけ

ど、部品はそれほど景気変動っていうのは比較的設備に比べると少ない。そういう意味から

言うと、調達率が低いこともあるし、やっぱり部品というところに、注力しなければいけな

いんじゃないかなとそんな印象を持ちました。 

それから 10ページのところ、ＡＩ・ＩｏＴ、ロボット。ちょっと記憶によると、これま

で、ＡＩ・ＩｏＴにロボットがプラスされているのはあんまりなかったような気がしてて、

私はこれまでＡＩやＩｏＴも必要なんだけれども、そうじゃなくてもっとベーシックなと

ころの自動化みたいなことが大事じゃないかなっていう話をしたことがあります。そうい

う意味で、昨年ロボラボを見学してきましたが、非常にいい取組だと思います。中小企業の

よくわからないところに懇切丁寧に、食品だけじゃなくて一般の製造全体に対してやって

らっしゃる、非常にいい取組だと思います。まだ始まったばっかりなんですけど、もう少し

裾野を広げてやっていただきたいということと、それから、最近なんですけど、函館のある

設備メーカーがロボット技術を持っていて、近隣のところが何をロボット化していいかわ

からない、ロボットを入れたはいいけどメンテナンスができないとかそういう悩みがある

ので、自社で函館の近隣の中小企業に対して、指導といいますか支援といいますかね、そう

いう取組をやろうとしているという話を聞きました。今月、拝見しに行こうと思ってるんで

すけども、そういう取組もロボラボと同じように裾野を広げるという意味でですね、いい取

組だと思います。どっかほかの地域でも、今は一企業さんがやられてるんですけども、もう

少し何かそういう支援みたいなものがあって、北海道広くて、札幌のロボラボだけじゃなか

なか難しいんで、そういうのを旭川でやるとか、なんかそういうのがあっていいんじゃない

かなという印象を持ちました。 

それから最後に１点だけ。先ほど北海道企業誘致の話と物流費が、という話がありました。

北海道来るメリット、確かに物流費考えると、本州でやったほうがいい。実は私が 11年前

に来たのはなんで来たかっていうと、人材の確保、ということで来ました。だから物流費は
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もちろんアップするんだけども、それよりも、もう愛知県では人の採用が全くできない。北

海道に行けば、優秀な人材が、現に優秀な人材を採用できています。ただ直近を見ると、実

は今日も某企業に聞いたんですけど、一時、期間従業員は採れないけど正社員は結構問題あ

りませんよ、という時期があったんです。最近は正社員も採れない。中途入社も欲しいんだ

けどもなかなか採れないという話を聞いています。そういう意味では、北海道のそういう企

業誘致として北海道に来るっていうメリットがやっぱり減ってきてるんじゃないかなと。

そういう意味では、人の確保ということが非常に大事ですし、今仰った物流費。例えば、ち

ょっと数字忘れましたけど、九州から名古屋へ運ぶのと、北海道から名古屋へ運ぶのと、単

価が確か倍ぐらい違ったじゃないかんですかね。九州の方が安い。物量の問題とかいろいろ

あるんでしょうけど、やっぱり北海道は高いですね、比較すると。そういうところも、物流

の改善の余地があるんじゃないかなということです。 

 

■佐藤委員 

 全体の振興策についてはですね、本当にターゲットとする部分もですね、成長産業という

ことで将来が楽しみな取組ですし、枠組みとしてもわかりやすく整理されてるのかなと思

っております。 

本当にものづくり産業はですね、誰でもいいというわけではなくて、やはり担い手として

求められる知識スキルっていうのはですね、少しレベルが高い。文系の人間からするとそう

いうふうに感じております。 

年明けですね、報道で拝見したのが、国内の上場企業のですね、昨年、早期希望退職を募

った企業が 36 社で 1 万 1000 人いると。これは過去５年間で最高ということだそうです。

企業業績が思わしくなくてリストラ、希望退職を募るという会社もありますけれども、３割

ぐらいはですね、十分儲かっているけれども、やっぱり事業構造の転換の中で、これだけの

ですね、大企業の優秀な人が希望退職、今年もそこそこ予定されてるところでございます。

ぜひですね、企業誘致で企業にピンポイントで当たるのと同じように、こういう希望退職を

募った会社さんの名前っていうのは自動的にわかるわけですから、逆に言うとその会社に

直接当たって、北海道に来れないか、こういう仕事はどうだろうかという取組もあるのかな

と。まさに持続的にですね、人材が放出されるわけではありませんので、やっぱり早いもの

勝ちの部分かと思っております。特に、直接当たるということは中小企業にとっては、実質

不可能に近いわけですから、行政なり業界団体も含めてですね、そういったところが連携し

ながら取り組んでいける分野なのかなと思っており、それと併せまして、そういった人材教

育、こちらの中でいけばキャリア教育の部分に焦点が当たってますけれども、もう一つは、

リカレント教育の方にも、目を向けていただけたらと思っております。 

 

■穴沢会長 

 本学でもリカレント教育の方に力を入れようと思っておりますので、またよろしくお願

いいたします。 
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■友定委員 

 ５ページなんですけども、子供、中高生、大学生にものづくりの現場の状況を知ってもら

うってのは凄くいい取組だと思います。こういったところの支援をすると、例えば、入って

からこんなイメージじゃなかった、みたいなところが少し減るんではないかなと思います

ので、特にその高校生とか大学生のところは、インターンシップを含めた幅広い取組を検討

されるとよろしいのかなというふうに思いました。 

それから、先ほどスタートアップと大企業の結びつきの話で、私から申し上げるものなん

なんですけど、先週の金曜日ですね、札幌北海道スタートアップエコシステム推進協議会っ

ていうのが立ち上がりまして、ここは札幌市と北海道が連携してるんですけれども、当然に

して、産業界の方も来て来られてますし、ＮｏＭａｐｓの方もおられますし、そこで連携を

していくっていうことで、エコシステム拠点都市に立候補して、そこで認められるといろん

なメニューが使えるということらしいんですが、私も詳細ちょっと今手元にないのであれ

ですけども、そういった動きもあるので、そういったところも活用していったらいいんじゃ

ないかなと思いました。 

 

■穴沢会長 

 それでは続きまして、第３の議事に入っていきたいと思います。令和２年度経済部施策の

方向性について、事務局より説明をお願いします。 

 

（３）令和２年度経済部施策の方向性について（意見交換） 

■経済部経済企画局経済企画課 新津課長 

資料３でございます。令和２年度経済部施策の展開方向について、という資料で説明をさ

せていただきます。道の新年度予算につきましては、２月 27日から開会予定の第１回定例

道議会の提案に向けまして、現在予算案の最終調整をしている段階でございますけれども、

そのうち、経済部の関連施策のポイントについて報告をさせていただきます。 

道では、今年度の昨年の第１回の審議会でも御議論いただきました、本道経済の活性化に

向けた基本方針を昨年８月に策定をし、３本の柱立て、世界に羽ばたく北海道ブランドの発

信力強化、地域と未来を支える活力ある産業づくり、地域経済を牽引する人材の育成・確保

に基づきまして、各般の施策を展開するとしてございますが、令和２年度につきましては、

キーワードとして、直近の社会・経済環境の変化や今後の企業経営に影響を与える諸要素等

を加味しつつ、施策を組み立てるということにしたものでございます。 

具体的なキーワードとして、１つ目としてウポポイのオープンでございますが、皆さん御

存知だとは思いますが、本年白老町に新たに開設される、日本で５番目の国立博物館を備え

ましたアイヌ文化の継承発展の拠点となる施設でございますが、初年度は年間 100 万人の

来場目標としまして、４月 24日にオープンをして参ります。 
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それから２つ目のキーワード、東京オリパラ札幌開催は、７月の下旬にサッカーの予選が

札幌でありますし、８月の７日から９日は、競歩マラソン競技が実施をされまして、多くの

関係者が来道しますとともに、テレビ中継などにより、全世界に北海道札幌の美しい町並み、

自然をＰＲできる絶好の機会となって参ります。 

キーワードの３つ目、働き方改革、最低賃金の引き上げでございますけれども、時間外労

働の上限規制が、大企業は昨年４月から、中小企業におきましても今年の４月から適用され

ることになります。最低賃金が昨年 10月に 861円まで上がりまして、消費税率の引き上げ

も重なりまして、企業の経営に影響を与える諸要素となっているという流れがございます。 

キーワードの４つ目、Society5.0ですけれども、新たな未来社会の到来を見据えまして、

その実現に向け、様々なイノベーションが進められております中、ＩｏＴやロボットといっ

た技術の取り込みがますます求められているところでございます。 

５つ目、人手不足の深刻化は、北海道でも有効求人倍率が１月末で 110 か月連続、約 10

年前年同月を上回りまして、1.28 倍とかつてない水準に到達しております。多くの職種で

人手不足が深刻化しているというところでございます。 

こうした要素も踏まえまして、次年度は、施策展開の主なポイントに記載のとおり施策を

展開していく考えでございます。 

北海道ブランドの戦略的活用といたしましては、オリンピックを目がけて外国人の来日

が増大することを見据えまして、首都圏の会場や、海外のアンテナショップ等におきまして、

食、観光、アイヌの一体的な魅力発信をすすめていくことが必要ではないかと考えてござい

ます。ワインにつきましては、海外資本が道内へ進出した事例も現れておりますし、加速的

にワイナリの集積が進みつつありますが、これからますますその担い手となる人材の育成・

確保に取り組む必要がございます。日韓問題、コロナウイルスと逆風が続きますが、先般、

2021 年のアドベンチャートラベルワールドサミットの北海道開催内定の報道もありました

が、より一層のインバウンドの誘客活動、質の高い観光地づくり、受入体制の整備充実、そ

して東アジア・ＡＳＥＡＮ等とのビジネス交流拡大を引き続き進めていく必要がございま

す。 

続きまして、道内産業の競争力の強化でございますけれども、キーワードでも示しました、

様々なコスト増大の要因を乗り越え、企業活動の維持発展を図るためには、中小・小規模企

業のより一層の生産性向上が重要であり、とりわけ原料確保に支障が出るなど経営環境が

厳しい水産加工関連事業者の緊急的な支援。事業承継に対しても、資金面、後継者確保から

の支援が必要となっております。それから、電動化等が進む次世代自動車、世界的に需要拡

大が続く航空機、高齢化の進行で市場がさらに拡大する健康長寿分野での製造業の集積促

進や、積雪寒冷等の特徴生かした自動運転に関する取組の道内の呼び込み、冷涼な気候など

本道の特性を活かしたデータセンターやサテライトオフィス、テレワーク拠点の誘致に引

き続き取り組むことが重要でございます。 

それから、再生可能エネルギーの宝庫、北海道として情報発信をこれまでしてきておりま

して、最近は、洋上風力など新たな動きが進むエネルギー分野や、昨年国内民間企業で初め
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て宇宙空間へロケット飛ばしたインターステラテクノロジス及びその打上げ地である大樹

町などが取組を進めます、宇宙分野での新ビジネスの創出を支援していく必要がございま

す。 

それから、人手不足への喫緊の対応でございますけれども、女性、高齢者、障害者といっ

た、これまで労働参加が少なかった方々に対し、人材の掘り起こし、労働参加を促していく

取組が必要でございます。また、国におきましても取組が始まりました、40 歳前後の就職

氷河期世代の活躍を支援する取組、それから、ＵＩターンの促進に向けた取組、外国人材の

受入環境整備、様々な方たちが自分の希望するスタイルに合った柔軟な働き方が可能とな

るような就労環境の整備に取り組む必要がございます。 

最後に、昨年公募により愛称が決まりましたＭＯＮＯテク（高等技術専門学院）は、修了

生の多くが地元企業に就職し、即戦力として地域産業を支えておりますが、引き続き、ＭＯ

ＮＯテク機能を活用し、産業人材の育成を図っていく必要がございます。 

以上のポイントで、次世代の経済施策展開に関する方向性のポイントとして報告をさせ

ていただきます。 

 

■吉住委員 

 道内産業の競争力強化ということで、今、ＩｏＴやＩＴ、５Ｇ環境の整備がこれから始ま

ってくるかと思いますけども、どうしても札幌はすぐ始まるでしょうけれど、地方は後にな

って、その辺りが随分後回しになるんだろうって諦めもあるんですけども、そうじゃなくて、

今、農業機械の自動化も含めて、やはり人が少ない北海道の中で広大な土地、そういうとこ

ろにいかに早くそういう５Ｇ環境というか、新しいネット環境を持ってくるのか。そこが企

業誘致に繋がりますし、そこのところを最優先事項にぜひしていただきたいなっていうこ

とが一つ。 

もう１つ、エネルギーの問題で、再生可能エネルギーが北海道が１番可能性があるという

お話ですけども、政府自体がどういう動きかっていうのは、今盛んにいろんなことが書かれ

ておりますけども、その辺、道として再生可能エネルギーにどう取り組むのかというところ

も、ちょっと明確にしていただきたいなと。特に、胆振東部の地震のブラックアウト。非常

に電力環境が脆弱で、本州からのバックアップをなかなか受けられない。石狩に新しい発電

所も出来てますけども、これだけ広大な土地で、電力がもう少し分散化するというか、各自

治体ごとに再生エネルギーを使いながらやるとか、そこでお互いにバックアップしていく

とか、北海道の特色に合ったエネルギー政策っていうものをぜひ打ち出していく必要もあ

るのかなと思います。 

そこが今後、先ほどのお話ですけども、いろいろと北海道のメリット、食に関しては、安

全性とかで食関連産業に関してはいろいろあるんですけれども、広大な土地、いろいろな産

業が集積する上のメリットといいますか、基本的なインフラをきちっとやるっていうのが

大切かなと思います。その辺のところ、ぜひ謳っていただければと思います。 
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■穴沢会長 

 ＩＴなどは逆に見ますと、本来、大都市圏以外でうまく活用するべきものだと思いますの

で、ぜひそういったものを入れていただきたいと思います。また、ブラックアウトの問題も

ございましたので、電力関係、これはやはり生活インフラとしてはかなり重要な部分である

かと思います。 

 

■中川委員 

 個人的感覚なんですけど、働き方改革に思う事があります。法律がどんどん変化していく

ものですから、当社もついていくのだが大変であります。生鮮市場でありますから、今まで

は、やっちゃ場つまり男性の仕事場という感じでありましたが、現在は女性にも営業職で入

っていただき、どんどん改革を進めています。一つの例ですが、出勤時間問題です。朝早い

人は 3時・5時から出勤ですが、今まで手書きの出勤簿で整理していましたが、現在はＰＣ

指紋認証にしました。やってみると素晴らしい結果が出ることもあります。しかしながら本

州方面の人口が多いところは、景気が緩やかに上昇という言葉を耳にするんですけれど、景

気がいいのは一部の大手企業だけで、北海道特に中小企業には景気が良くなっていないと

感じられます。 

日本は今、働き方改革で欧州の一部の国の真似をしているように見られます。しかしなが

ら欧州も成功しているのは一部の国だけで、周辺国では失敗している国も多くみられます。

成功している国は、長い歴史と文化を積んだ上に現在があります。日本は急いでいっぺんに、

そして強烈に成功している国に追いつこうとしているように見えますが、我々の国日本、そ

して北海道にも長い歴史をかけた素晴らしい歴史があります。もちろん景気の良い大都市

は、国の指針のごとく日本の見本としてどんどん進んでいただき、地方都市・中小企業の景

気の明るさがまだ見えない地域については、時間をかけるところはかけ、大都市に負けない

経済基盤を作り、それから新働き方改革に向かい、将来自分の子供や孫、曾孫の時代にも誇

れる立派な北海道作りをしていただきたいと思います。全く個人的な意見で申しわけあり

ません。 

 

■穴沢会長 

 人手不足と働き方改革、かなり難しい問題が絡んでいますけど、やはり人間らしくという

のが大事なのかなと個人的には思っております。 

 

■藤沢委員 

 経済部施策の展開ってのは、方向性としては全然いいと思います。当社は食の分野だから、

そちらの話になるんですが、まだまだ北海道は伸びる余力があると思います。国内の他の地

域と比べ、１次産業がこれだけ広大にある地域はないと思うんですね。本当にこの北海道の

大地をどうにかして、なんとか活かせないかなと。皆さん、北海道は広すぎて、人口も少な

いと仰って、それも分かるんですが、逆にピンチをチャンスにって、よくある言葉ですけど、
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そこをもうちょっと、何かもう１本、もう２本なんか突っ込んで考えると、すごくいい結果

が出るんじゃないかなあと思っております。 

あと、食品機械の話をすれば、まだまだ、そういうものの需要っていうのはあるし、足り

ないと思ってます。私たちも、何かをものづくりしたいなって思ったときに、結局北海道で

はなくて、本州に依頼することもあるんです。先ほども物流費のお話がありましたが、それ

の行ったり来たりで、非常になんか、その辺も考えなきゃいけないし、北海道をまだまだ活

かせるチャンスはあるんだけれど、例えば、女性の働き方１つにしてもまだまだ可能性はあ

ると思うんですけど、環境を整えないと、女性が働くっていうのも非常に難しいと。私自身

もそうですし、他の方に見聞きしても、意欲はあるんですけど、時間的な制限ですとか、ど

こから手をつけたらいいのかっていうのは非常に思うんで、ちょっとした考え方、見方によ

ってはまだまだ可能性があるんで、何とかしたいなと、そんなことを思いました。 

 

■穴沢会長 

 今の御意見を伺っておりまして、今回、様々な施策を出していただいております。方向性

自体は間違っていないと思うのですけれども、横の繋がりといいますか、そういったところ

が少し欠けているのかなという御意見だったかと思いますので、その点もやはり少し改善

の余地があるのかと思います。 

 

■経済産業省北海道経済産業局地域経済部 渡辺地域経済課長 

 今日の資料の中にもよく出てくる言葉、生産性向上、人手不足の話がよく出てくるわけで

すが、私どもの役所で、令和元年度の補正予算ですね、先月成立いたしましたけれども、3600

億円、先ほど佐々木委員からもお話がありましたが、計上しております。従来のものづくり

補助金と言われているものが大くを占めてますが、その他に小規模事業者持続化支援事業、

比較的金額の小さいもので、小規模事業者にも使っていただける補助金もあります。高度な

ロボットを導入するということだけでなく、人手不足に対応するための省力化設備投資で

あるとか、そういったことに特に使っていただきたいと思って予算化しております。3600億

円は、複数年分の予算で今回計上しており、ぜひ、道庁さんとも協力して企業の利用に繋げ

ていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ものづくり補助金という名

前ですけども、ものづくりだけじゃなく、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

という名前です。例えば、アドベンチャートラベルの話も先ほどありましたけれども、事業

者が受入環境を整備していくときの設備投資とか、そういったものにも使っていただける

ものですので、ぜひ御活用いただければと思います。 

あともう一つ、資料３の中にも出てきます、自動運転技術の開発や実用化っていうところ

に関しまして、Ｍａｓｓですとかスマートモビリティを地域で実証する予算を、令和２年度

から開始をいたしますので、地方でそういった自動運転の実証とかをやるプロジェクトを

募集して、予算を付けていくことなります。北海道でそういったプロジェクトを発掘をして、

実際に動かしていくということを一緒にできればと思いますので、案件とかまた出てきま
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したら、プロジェクト予算を取りに行くとかを応援させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

■佐々木委員 

 先ほどからですね、専門家の派遣ですとか、生産性向上の補助金ですとか、人材に関する

補助金の話が出てるんですが、実は道だけではなくて、札幌市もやってますし、各地域もや

ってるし、経産省もやってるし、文科省もやってるし、農水省もやってるしっていうことで、

専門家の派遣の窓口も凄くたくさんあるんですけれど、みんな説明といいますか募集の窓

口がバラバラで、それこそ道がやってということではないんですけれども、何かそれをです

ね、中小企業者が一目でわかるような方法って何かないんでしょうか。昨日もたまた地方の

中小企業の方が相談に見えてまして、そんなことあるのって、僕たちは全然知らないよって

いうことを言われまして、知ってる人はいつもその補助金もについてもそうなんですけど

も、毎回毎回貰えるけど、知らない人は本当にその情報すら当たらない。特に地方の方には、

本当にその情報が行き渡ってないなとつくづく思ってまして、地域の方への情報提供って

いうのはやっぱり、道や商工会だったりというところが窓口になるのかなと思いますので、

ぜひそこの部分をですね、令和２年度、積極的に情報発信をする機会を持っていただけたら

なと思っております。 

 

■穴沢会長 

あまりお金をかけずにできそうなことですので、やはり上手く運用していくということ

かと思います。 

 

■白石委員 

 北海道部ブランドの戦略的活用についてなんですけども、令和２年の施策展開の主なポ

イントの中で、首都圏や海外における情報発信。先ほど、アンテナショップという形で御説

明をいただきました。道庁さんはアンテナショップをたくさん持っておられて、私の関係す

るところでは、海外、シンガポール、バンコクにもお持ちだと思います。ここはどんどん強

くしていただければと思いますけども、一方の視点として、欧米のほうは比較定弱いなと思

っており、これは何回も繰り返しておりますけども、道内の企業が単独ではなかなか行けな

いところだと思いますので、行政の支援が必要ではないかなと思っております。 

あと、ワインの製造業、こちら経済部ということでワインというふうに認識しております。

道内にも醸造元が 10数件ございまして、最近ニュースで拝見をしたんですけど、東川に新

たな醸造所ができるという話なので、こちらのほうも促進、支援すると思いますが、日本酒

は多分農政部のほうでおやりになるんだなと理解しております。 

あと、誘客活動。今回の事例とかを、日韓関係とかいうふうに先ほど指摘がございました

ように、やっぱり１つのところに或いは特定のところに頼っていると、その国に何かあった

場合、影響も大きいので、中国、韓国のみならず、広く欧州とかですね、広い視点でたくさ
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んのところからバランスよく誘客できれば、こういった出来事に対しての影響というもの

を少なくできるんじゃないかなという感じがしております。そういう意味では今、総合政策

部さんが航空民営化をやってらっしゃっていて、北海道エアポートさんが航路拡大とも仰

ってますんで、この辺とうまく連携をして、欧州および米州とかそういった地域への取組も

検討いただければと思います。 

最後に、東アジア・ＡＳＥＡＮ。これはもう今、既存のルートがありますので、どんどん

太く深くしていく必要があるのかなと思うんで、応援をさせていただければと思います。 

あとは、基本方針のところで投資促進というところがございます。先ほども触れましたけ

ども、日本国内の企業さん、投資活発と聞いておりまして、道内にもたくさん企業が来られ

ているということもありますけども、ちょっと工業団地に出てくる企業というモデルから

大分変わってきてるのかなという感じもありますので、そこら辺のアンテナを研ぎ澄ませ

て、つまりスタートアップに対する視点も含めて、取組とかも目を配っていただければと思

っております。 

 

■穴沢会長 

 時間も押しておりますので、それでは最後に中島次長の方から一言いただきたいと思い

ます。 

 

■経済部 中島次長 

 まずは、本日遅れて申し訳ございません。原子力防災訓練ということで、内閣府と、それ

から現地の共和町にありますオフサイトセンターと本庁を結んでですね、泊発電所で事故

があったという前提で、訓練をちょっとやっておりましてですね、遅くなりまして大変申し

訳ございませんでした。 

本日は、熱心な御議論をいただきまして本当にありがとうございます。簡単にちょっと触

れさせていただきますと、１つ目の中小・小規模企業の関係でいきますと、皆様方、やはり

事業承継のところに質問や御意見が集中したのかなと思います。私どもとしても、非常に重

要な問題だと考えておりまして、先ほど説明した取組も含めてですね、来年度に向けて一生

懸命取り組んで参りたいと考えております。 

それからものづくり。前回の審議会で、杉本委員と島本委員から御指摘があったからとい

うわけではないんですけれども、本日ちょっと詳しく説明させていただきましたけれども、

ものづくりもしっかり取り組んで参ります。特に、いただいた御意見の中で子供に対する取

り組みが非常にいいんじゃないかということで、私ども子供ですとか小中高生、ちょっと時

間のかかる取り組みではあるんですけれども、そういったところからしっかりやっていけ

ればと思っております。 

それから、施策の部分でいきますと、先ほどエネルギーの関係で御指摘がございましたけ

れども、実は今年に、北海道にふさわしいエネルギーの在り方っていうのを検討する勉強会

みたいなものを開催しておりましてですね、その結論が、もうすぐ出まして、それを踏まえ



23 

 

て、来年度１年をかけましてですね、省エネルギー・新エネルギー行動計画っていうのを今、

作ろうと思っておりますので、そういったところに反映していきたいと思ってございます

し、今申し上げました今年の勉強会の成果みたいなものもございますので、情報提供させて

いただければと思います。 

それから、佐々木委員から最後にお話のありました、いろんな省庁でいろんな取組をして

るけれどもなかなかバラバラでというところはですね、私どもの振興局のネットワークも

ございますので、実際にそういう施策が、施策を使う方々に届くような情報提供っていうの

は心がけて参りたいと思います。本日は本当に熱心に御議論をいただきましてありがとう

ございました。 

 

■穴沢会長 

それではこの辺りで議事を終了したいと思います。事務局のほうにマイクをお返しいた

します。 

 

４ 閉会 

■北風主幹 

穴沢会長ありがとうございました。本日皆様からいただいた御意見。御提言につきまして

は、今後の商工業分野の施策づくりに活かして参りたいと考えております。それでは以上を

もちまして、令和元年度第２回北海道商工業振興審議会を終了いたします。 

 


